
令和６年度の国民健康保険税は次のとおりです
【令和６年度改正】　後期支援金分の『賦課限度額』が変更になりました

（令和5年中の総所得金額等
－43万円（※））×８.３％

ア） （令和5年中の総所得金額等
－43万円（※））×２.６％

２４０

エ） （令和5年中の総所得金額等
－43万円（※））×２.３％

キ）

■総所得金額等とは、令和５年中（１月～12月）の「給与収入－給与所得控除」、「事業収入－必要経費」
　（専従者控除後）、「公的年金収入－公的年金等控除」等の合計額で、社会保険料控除等の各種所得控除
　前の金額です。
　また、退職所得以外の分離課税の所得金額（土地建物の譲渡所得「特別控除後の額」や株式等の譲
　渡所得等）も総所得金額等に含まれます。
　（※）合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は43万円です。合計所得金額が2,400万円
　を超える場合は、所得額に応じて逓減します。
■①医療分、②後期支援金分、③介護保険分、それぞれに計算した保険税が賦課限度額を超えた場合は
　賦課限度額の保険税になります。
■年度途中で国保加入・脱退した場合は、１年分（４月～翌３月）の保険税÷12ヶ月×加入月数で計算します。
■保険税の納税義務者は 世帯主 です。世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、世帯
　に国民健康保険の加入者がいれば納税通知書や納付書は世帯主宛に送付します。
■７月にお届けする納税通知書は、令和６年４月から令和７年３月までの１年間の保険税額をお知らせ
　し、７月から３月までの９期（特別徴収の世帯は６期）に分けて納めていただくようにお願いするも
　のです。
　　４月１日から７月２日までに異動届（出生・死亡・転入・転出・社保離脱・社保加入など）を提出され
　た世帯は、その異動届により更正（月割計算）を行った税額となっています。また、７月以降の異動分
　については、保険税額を更正して更正通知書・納付書を送付します。（更正前と更正後の納付書による
　重複納付にご注意ください。）
■市外から転入された方については、前年の所得調査後に、税額変更が生じる場合があります。

筑後市の国民健康保険税（普通徴収）の納期は年9回です。令和６年度の各納期限は、下記のとおりです。

令和６年
7月31日

令和６年
９月２日

令和６年
９月30日

令和６年
10月31日

令和６年
12月２日

令和６年
12月２5日

令和７年
１月31日

令和７年
２月28日

令和７年
３月31日



軽減判定所得について
事業所得での専従者控除は適用せず、支払者の所得金額とし、専従者給与所得はないものとして計算します。
土地や建物の譲渡所得は特別控除前の金額になります。
昭和34年1月1日以前に生まれた公的年金受給者は年金所得から15万円控除した額で判定します。

軽減判定日は、毎年度4月1日です
4月1日以降に世帯主変更があった場合は世帯主変更日、新規の国保世帯の場合は資格取得日となります。

　令和５年中の世帯の総所得金額等の合計額が次の基準以下の場合には、均等割額・平等割額を軽減
（７割・５割・２割）します。軽減の対象となる判定所得額は、世帯主（社会保険や後期高齢者医療制度の加入者の
場合も含む。）と国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者（※1）の所得の合計となります。

【令和６年度改正】　 5 割、2 割軽減の軽減判定基準額を拡大しました

令和5年中の総所得金額等の合計額（世帯主・国保加入者・特定同一世帯所属者）
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